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「労災保険特別加入」のご案内�
社団法人　名北労働基準協会　労働保険事務組合　建設自営業者組合�
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労災保険の特別加入でブラックホールから脱出�
　社長、会社役員、個人会社の事業主と同居家族、一人親方の皆さんは、労働者と同じように働き、責任も重く、
業務災害の危険性も高いです。そこで、労災保険が使えない方 も々、国の労災保険に加入できる「労災保険の
特別加入」という制度があります。私ども社団法人 名北労働基準協会では、この労災保険の特別加入が可能です。�

■加藤さんの業務災害の給付内容シミュレーション�

現　在　の　収　入� 1か月 約60万円�
通　常　の　場　合�

健康保険加入者� 国民健康保険加入者�

厚生年金加入者� 国民年金加入者� 厚生年金加入者� 国民年金加入者�

労災保険に特別加入していた場合�
現在の収入に近い日額20,000円で加入の例�

なし（全額自己負担）�
被保険者4名以下の場合は�
一部負担金3割�

なし� なし� 休業給付�
月額 約48万円�
休業4日目より加入日額の8割�
1日1.6万円�
打ち切りなし�

医
療
費�

休
　
業�

一部負担金3割� 医療費�
全額無料�

障
　
害�

死
　
亡�

障害年金�
月額 約19万円�
障害等級1級の場合�
国民年金分を含む�

障害年金�
月額 約12万円�
障害等級1級の場合�
子2人加算�

遺族年金�
月額 約14万円�
国民年金分を含む�

遺族年金�
月額 約10万円�
お子さん2人分�

障害年金�
月額 約58万円�
障害等級1級の場合�
厚生年金分を含む�

障害年金�
月額 約58万円�
障害等級1級の場合�
国民年金分を含む�

遺族年金�
月額 約44万円�
厚生年金分を含む�

障害一時金 342万円�

遺族年金�
月額 約43万円�
国民年金分を含む�

遺族一時金 300万円�

その他の保障�

障害介護給付 月額最高 約  10万円�
死亡時葬祭料 一時金 　120万円�
傷病補償年金 月額最高 約  52万円�
療養開始後1年6か月経過し傷病等級1級の場合�

※厚生年金のシミュレーション値�
20歳から37歳までの18年間は建設会社に勤務し、賃金は15万円（20歳）から35万円（37
歳）に増額し、平均標準報酬月額は25万円�
38歳から45歳までの7年間は会社社長として、役員報酬は20万円（37歳）から60万円（45
歳）に増額し、平均標準報酬は40万円�

※死亡時の給付の18歳未満のお子さんの扱い�
18歳到達で国民年金は支給停止、労災保険は支給額が減額�
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障害基礎�
年　　金�

障害厚生�
年　　金�

傷病手当�
支給なし�

休業給付�
制度なし�

休業給付�

障害基礎�
年　　金�

障害基礎�
年　　金�

障害厚生�
年　　金�

労災保険�
障害年金�
特別支給金�

遺族基礎�
年　　金�

遺族厚生�
年　　金�

労災保険�
遺族年金�
特別支給金�

障害基礎�
年　　金�

労災保険�
障害年金�
特別支給金�

遺族基礎�
年　　金�

労災保険�
遺族年金�
特別支給金�遺族基礎�

年　　金�
遺族厚生�
年　　金�

遺族基礎�
年　　金�

香奈ちゃん�
16歳�

春雄さん�
45歳�沙織さん�

42歳�

勇人くん�
10歳�

そっ�
そんな！�

治療費�
300万円�

お父さん…�
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と
こ
ろ
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事
中
の
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故
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康
保
険
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ご存知ですか？国の保険のブラックホール�

ある社長さん一家の悲劇�

　国の保険で最も給付が充実した労災保険。しかし、給付対象は労働者であり、社長、法人会社の役員、個人
会社の事業主と同居家族、一人親方（自営業者）の皆さんは、仕事・通勤中の事故、病気でも使えません。
被保険者5名以上の会社では健康保険も使えず、国民健康保険は労災保険ほど給付が手厚くありません。
困った時に助けてもらえない。加藤さん一家は、この国の保険のブラックホールに落ち込んでしまったのです。�

あ
る
日
、加
藤
さ
ん
は
建
設
現
場
の
2
階

か
ら
転
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し
、意
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明
で
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に
運
ば

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
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�

何
と
か
一
命
を
取
り
留
め
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
が
、半
身
不
随
の
障
害
を
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っ
て

し
ま
い
ま
し
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加
藤
さ
ん
は
、長
年
勤
め
た
建
設
会
社
か

ら
独
立
し
、今
は
労
働
者
5
名
を
使
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式
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社
の
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長
さ
ん
で
す
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加藤さんは一生車イス生活、現場の仕事はできません。国からの
障害年金も充分でなく、家族4人が暮らすにはまったく足りません。�

加藤さん。奥さんと子供2人に囲まれ、念願のマイホー
ムもローンで手に入れ幸福な毎日です。�
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名北労働基準協会の活動内容�
　社団法人 名北労働基準協会では約3,700社の会員企業等の労働災害の防止、
円滑な労務管理のための、様々なサポート活動を行っております。�
　ご加入後は会員としてのご活用が可能です。�

情報提供�
最新の労働情報を無料でお届けします。�
●機関誌「Meihoku」毎月発行�
●「労働保険事務組合たより」季刊発行�
●ホームページ開設�
　雇用関係助成金等の最新情報をお届けします。�

労務相談�
就業規則改訂から労使紛争対応�
雇用関係助成金申請まで�
様々な相談を無料で行います。�
●電話・来局・メール相談�
●会員専用無料相談ダイヤル設置�
　企業の労働110番　TEL（052）961-7110

健康診断�
費用助成�

法定定期健康診断を実施し費用を助成します。�
●法定定期健康診断費用助成制度�
　従業員30名未満対象　1名2,000円助成�

各種支援�
労務管理・安全衛生についての�
各種支援活動を実施します。�
●法令用紙・関係資料無料送付�
●安全衛生・労務管理教育ビデオ・DVD無料貸出�
●労働日誌無料配付�
●安全衛生用品幹旋�

福利厚生�
企業と労働者の安心・健康・福祉を担う、�
福利厚生活動を実施します。�
●中小企業退職金共済制度�
●労災上乗保険制度�
●見学会・安全衛生祈願�

教育・講習�
教育・講習を実施し受講費用を助成（1名1,000
円～8,000円）、無料講習を開催します。�

法
定
教
育�

管
理
者�

作
業
者�

そ
の
他�

安全衛生・衛生推進者資格講習（規模10～50名未満
事業場）、安全・衛生管理者各種教育（規模50名以上
事業場）、職長教育（現場監督・職長）、有害・危険作業
管理者教育（プレス、有機溶剤、酸素欠乏、特定化学物質・
四アルキル鉛、乾燥設備、はい作業、鉛作業）、機会均
等責任者研修会、短時間雇用管理者研修会等�

新規雇入者安全衛生教育、各種作業従事者教育（フォー
クリフト、ガス溶接、アーク溶接、グラインダ、動力プレス、
粉じん、酸素欠乏、有機溶剤、VDT）等�

各種説明会（改正法律等、安全・衛生週間）、労働問題
セミナー、労働実務講習、各種勉強会、各種見学会�
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特別加入できる条件は？�
労働者を使用する� 労働者を使用しない�

対
象
�
条
件
1

条
件
2

建設、製造業、その他�
常時使用労働者300名�
までの企業�

建設�

卸売、サービス業�
常時使用労働者100名�
までの企業�

金融、保険、小売、不動産業�
常時使用労働者50名�
までの企業�

その他�

社長、法人会社役員、個人会社の事業主と同居
家族の皆様�

自営業者（一人親方）とその家族の皆様�

自社の労働保険（労災・雇用保険）を労働保険事
務組合に事務委託することで、特別加入ができます�

自営業者組合に加入することで、特別加入ができ
ます�

事務委託できるのは次の中小企業です� 加入できるのは次の業務の自営業者です�

個人タクシー、個人貨物運送、医薬品配置販売、�
再生資源取扱い、介護作業等�
※その他の業務の特別加入は当協会では取り扱っておりません。�

労働保険事務組合�
　中小事業主に代わり、労働保険の事務を処
理できるよう、行政が認可した団体です。�
　労働者の入退社の際のハローワークへの届
出等の、労働保険の様々な書類の作成、行政
への届出等を代行します。�
　社団法人 名北労働基準協会は名古屋北労
働基準監督署の関係団体として様々な活動を
行い、昭和43年に設立された労働保険事務組
合は、迅速、確実な事務処理を行い、建設ゼネコ
ン、各種団体の推薦事務組合ともなっております。�

建設自営業者組合�
　建設業に従事される自営業者の労災保険特別加入と労災保
険手続のために、社団法人 名北労働基準協会が平成18年に設
立した団体です。�

■中小事業主�

費用一覧表�

従業員規模（名）�
�

1～4�

5～9�

10～19�

20～29�

30～49�

50～99�

100～149�

150～199�

200～249�

250～300�

その他�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

入会金�

平成22年3月1日現在（円）�

委託手数料�

月　額�

1,890�

2,520�

3,045�

3,675�

4,305�

4,935�

5,670�

6,405�

7,140�

7,875�

1名�

合　　　計�

月　額�

3,590�

4,220�

5,045�

5,675�

6,705�

8,185�

9,820�

11,405�

12,590�

14,025�

175�

入会月のみ　5,000

■一人親方�
協　会　費�

月　額　　250

委託手数料�

月　額　　834

合　　　計�

月　額　　1,084

平成22年3月1日現在（円）�

※消費税については、入会金・会費は非課税、委託手数料・特別加入手数料は課税（内税）となります。�

名北労働基準協会の入会（活動内容は次のページをご覧ください）と労働保険の事務委託に必要な費用です。�
特別加入保険料とは別に必要です。�

労働保険のスペシャル集団�

協　会　費�

月　額�

1,700�

1,700�

2,000�

2,000�

2,400�

3,250�

4,150�

5,000�

5,450�

6,150�

特別加入手数料�
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ご家族の安心のため�
ぜひとも労災保険に特別加入ください�

社団法人 名北労働基準協会�
労働保険事務組合�
建設自営業者組合�

�

〒462-8575　名古屋市北区清水1-13-1�

TEL　（052）962-0421�

FAX　（052）955-6858�

E-mail　hokenjimu@meihokurouki.or.jp

名北労働基準協会�



ご希望を記入いただき、当協会にご送付ください 

 

労災保険特別加入制度連絡票 
 

該当部分の□を■で塗りつぶしＦＡＸにてご返送ください。 

 

労災保険特別加入制度の、 

  
□関連会社、協力会社、関係者等に配布したいので、パンフレットを送付 

 してほしい  

   （    部 ）※同封のパンフレットをお送りいたします。 

労災保険特別加入の確認文書・加入状況調査書について 

□ワード形式文書を送付して欲しい 

□会社名を印字した文書を送付して欲しい（    部） 

□ 説明に来てほしい 

    第一希望日    月  日 の    時頃 

    第二希望日    月  日 の    時頃 

    第三希望日    月  日 の    時頃 

□ 関連会社、協力会社、関係者等に説明会を行ってほしい 

    平成２２年  月  日（ ）午前・午後  時より 

    会 場 

    参加者     名 

    参加者構成  □関連会社、協力会社、事業主・担当者等 □自社管理者 

           □その他（               ） 

    ※会議、安全大会等にあわせて説明を行うことが可能です。 

 

事業場名  

所 在 地 〒 

連 絡 先 ＴＥＬ（   ）  －     ＦＡＸ（   ）  － 

Ｅ－mail  

ご担当者名 部署役職          お名前 

業  種        従業員数         名 

ＦＡＸ（０５２）９５５－６８５８   （社）名北労働基準協会 


